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【確認１】 遺族年金や障害年金など社会保障からの給付は、非課税であっても、収入の範囲となります。 

【確認２】 同居別居を問わず、生計維持関係の実態は把握させて頂きます。 

【確認３】 16 歳以上（義務教育終了後）～60 歳未満は、通常、就労可能年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても 

自立して生活ができるとされています。 

このため、被扶養者になるためには書類の提出によって、就労できない状態であることを証明し、被保険者よ

り生活費の援助を受けなければ通常の生活が維持できない状態にあることを申告することが必要です。 

当健康保険組合では、その事実確認をさせていただきます。 

チャート 5 その他（同居要件の三親等内）

申し出を希望されるご親族は直系尊属（実父母、実祖父母、実曽祖父母）、配偶者、子、孫、兄弟姉妹以

外で、あなたと「同居」し、家計もご一緒ですか？ 

点検 4 

あなたがご親族に対して経済的な支

援をしても、あなたご自身の生活は十 

分にゆとりをもって維持することが

できますか？ 

当健康保険組合において審査をしますので、 

被扶養者届と各種事実確認の書類を届出てください 

ご親族の年収総額（所得税非課税分を含

む）は、130 万円（概ね厚生年金保険法に

よる障害厚生年金の受給要件に該当する

程度の障害者である場合にあっては 

180 万円）未満ですか？ 

被扶養者の要件を満たし
ていません。 
他の健康保険への加入手
続きをして下さい

点検 1 

点検 2 

点検 5 

点検 6 

ご親族の年収は、あなたの年収の 

2 分の 1 未満となっていますか？ 

現在、そのご親族は「病院」や「介護老人保

健施設」や「知的障害者更生施設」などに入

院（所）していますか？ 

ご親族の年収総額（所得税非
課税分を含む【確認 1】）は、
130 万円（概ね厚生年金保険

法による障害厚生年金の受給
要件に該当する程度の障害者
である場合にあっては180万 

円）未満ですか？ 

被扶養者の要件を満たし
ていません。 
他の健康保険への加入手
続きをして下さい

点検 3 

被扶養者の要件

を満たしていま

せん。 

他の健康保険へ

の加入手続きを

して下さい

ご 親 族 の 年 収

は、あなたの年

収の 2 分の 1 未

満となっていま 

すか？ 


